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はじめに

　地球規模で個人の自由と権利を保証してくれる場所

が，政党が，解釈方法が存在しないのカ〉．（］）

　社会福祉の研究は，これまで隣接する諸分野の研究に

きわめて多くのものを依存してきた．ωそれは，社会福

祉がすぐれて実践的なものであるかぎり，必然といわな

くてはならないものといえよう．もちろん「社会福祉

『学』」の構築を意図している人も少なからずいる．（3》

しかし，私たちはこれまで児童学科児童学専攻における

「社会福祉実習」の指導を中心としながら，短大保育科

における「福祉教育」のあり方にっいて，まず考えてき

たのであった．（‘）

　ところで，今回「児童の権利の法制史的研究」という

テーマのもとに共同研究を行うことになり，私たちは

「子どもの人間的発達と福祉権との関わり」にっいて考

えてみることになった．そこで，まず今までにやってき

たことをふりかえり，それらをべ一スにして研究にとり

くむことにしたのである．その契機となったのは1989年

（平成元）年11月20日，第44回国連総会が「子ども（5）

の権利宣言」30周年を祝い，翌年3月8日に採択した

「子どもの権利条約」であった．同年9月21日，日本も

署名した．しかし，その批准は本年3月29日であった．

批准がおくれた理由は何故だったのかどこに問題があっ

たのか．

　本年は国連の提唱による「国際家族年」である．その

テーマは「家族から始まる小さなデモクラシー」となっ

ている．社会福祉政策において，とかく　「含み資

産」㈹とみなされている家族であるが，これからどの

ような変貌を遂げていくのであろうか．それはまた次代

の担い手である子どもたちの生活に，どのような影響を

及ぼしていくのであろうか．考えるべきテーマは実に多

いのである．まず保育者養成との関連で「子どもの権利」

ということにっいてみておくことにしたい．

保育者養成と子どもの権利

児童学科

　これまで保育者養成におけるカリキュラムは実習重視

と技術系科目にたいして単位が偏りすぎている点などが

批判されてきた．そして青年期にある学生自身の人間形

成のあり方にウエイトをおいた教育が大事にされるべき

であるという意見が述べられてきた．

　その多くが2年制で占められている保育者養成校はこ

れらの批判，意見のバランスを取り入れながら教育実践

を展開してきたし，これからも試行錯誤をくりかえしな

がら，カリキュラムを修正し，よりよい保育者の養成を

めざしていかなくてはならないであろう．

　かって教師聖職論が盛んであった頃，保育（福祉）労

働者たちもまた「愛の奉仕者」という美名の下に，犠牲

的労働に従事していたのであった．そして彼（女）らの

多くが労働者としての意識を形成し，労働条件の改善を

めざし，実現していった時「子どもたちの（生きる）権

利」は，ともすれば軽視されかねない状況が生じたので

あった．（7）

　いま保育者（及び福祉従事者）たちは子どもたちの権

利を守り，彼らに代わって，彼らの立場にたって「代弁」

していかなくてはならないという自らに課せられた役割

を相当に認識するようになってきた．けれども，それは

養成教育においてというよりはむしろ，マスコミなどの
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影響に多くを負っているのではなかろうか．これまで同

和問題などで触れられてきた「人権」にっいて，養成校

の教員が学生とともに考えるようになったのは，まさに

「子どもの権利条約」が国連総会で採択されてからのよ

うに思えてならない．

　次に人権ということにっいて，みていくことにしたい

と思う．

人間の権利について

　まずA・マッキンタイアが述べているところからみて

いくことにしたい．

　「諸権利」という言葉で私は，階層の種別に応じて

実定法や慣習が人々に付与する類の権利を意味してい

るのではない．私が意味しているのは，人間としての

人間（human　beings　as　such）に属していると申

し立てられ，かっく人々は生命，自由，幸福を追求す

るにあたって妨害されるべきではない〉という主張の

理由として引き合いに出される類の権利である．（中

略）

　その〔権利という〕概念は，古代英語においては言

うまでもなく，1400年頃以前まで，古典期のであれ中

世期のであれ，ヘブライ語，ギリシャ語，ラテン語，

アラビア語において，畠いかなる表現手段ももっていな

いのであり，また19世紀中葉まで時代が進んでも，日

本語にはなかったのである．（8）

　一般的にいって人権思想の具体化は1789年のフランス

革命に求められる．それは政治史的にはブルジョアジー

が近代市民社会＝ブルジョア社会を形成した革命であっ

た．（9，そして「革命を主導したブルジョアジーは，1978

年人権宣言一1791年憲法一1795年憲法によって，人権

（自然権）の保障『国民主権』，権力分立を中心とする

ブルジョア憲法原理＝近代市民憲法原理を確立」（1°）し

たのであった．

　ところで1868年の明治維新によって近代化の道を歩み

はじめた我が国においてはどうであったのだろうか．そ

れを考えるための，さしあたりの出発点は次のような指

摘に求めることができよう．

　明治憲法制定以後には，「基本的人権」と関連した

法思想はほとんどみられなくなる．そこで私の焦点と

したい問題は一権力的抑圧や言論の不自由の問題はあっ

たとしても，思想内在的にみて一「基本的人権」にか

かわる法思想の発展が日本で充分に行われなかったの

はなぜかという点である．（11）

　ここで「近代的基本人権」思想の基礎をなすものにっ

いてみておくことが必要となろう．（12）人間の，人間と

しての自然的権利には次の三っの内容が含まれている．

（1）個人としての人間を前提としているところから，人間

が個人として尊重されるという原則，②次いですべての

人間が人間であるかぎり，生まれながらにもっている権

利であるところから，身分，階級，財産等の差異にかか

わらず，すべての人間が平等であるという原則がみちび

かれる，（3）その権利は国家によって与えられたものでは

なく，国家以前に生まれながらにしてもっているもので

あり，いかなる国家の権力をもってしても奪うことので

きない不可侵，不可譲の権利であるという原則を有して

いるということなのである．　　　　　　　　　　t

　このような「原則」が，明治維新政府のもとで通用す

るはずはなかった．維新政府の任務はまず，（イ）天皇

による統治（王政復古）の実現ということであり，次い

で（ロ）欧米先進国に追いっくための近代化（殖産興業

富国強兵）の推進ということであった．これらは敗戦

（昭和20年）まで存続したのであり，（ロ）は先進国となっ

た今日においてもみられる政策といえるのではなかろう

か．

　さてフランス革命200（1989）年にあたって「人権と

いう権利」c13）の著者は次のような点にっいて論じてい

る．そのタイトルを列記してみることにしたい．

　1「社会的弱者」を考える．

　　（1）子どもの権利の周辺

　　（2）「共に存ること」の権利

　　（3）「共に生きる」時代

　　（4）二っの差別撤廃条約

　皿　たしかな自由と選択へ

　　（1）氏名の「自由と尊厳」

　　（2）すこやかなプライバシーのために

　　（3）生と死の自己決定権

　　（4）言論の自由を守りたい．

　皿　通念を変える

　　（1》死刑のかなたへ

　　②重ねて，セクシュアル・ハラスメント
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　（3）まだ遠い教育の平等

　（4）人権意識との出会い

IV働くことと生きることと

　（1）時短元年の過労死

　（2）自立の権利一育児休業の視点から

　（3）単身赴任という「病理」

V「山は動く」か

　（1）「一票」の行使の虚実

　②　司法参加への道のり

　（3）市民の力

VI国境を超える

　（1）国境のはざまで一外国人の権利

　（2）地球環境をいうとき一ストックホルムからサン

　　パウロへ

　（3｝平和の保障に向けて

　ここには，今日の人権問題のほとんどが論じられてい

るといえよう．1の（1）については後にみることにするが

さしあたり1の（4＞のうち「人種差別撤廃条約」（1969年

効力発生）にっいてみておくことにしたい．この条約を

日本はまだ批准していない．その理由は「法的規制とり

わけ刑事制裁が基本的自由に抵触するおそれがあ

る」（14）とされている．また国際人権規約にある差別煽

動の「唱道は，法律で禁止する」と強調されていること

が日本が条約批准に積極的になれない最大の理由である

とともに，わが国の被差別部落問題＝同和問題の深刻さ

がうかがわれるのである．そこで「部落起源」について

の認識にっいてみておこう．（15）

　（1）政治起源説一江戸時代の身分制度，幕府の支配政

　　　　　　　　　策によるものという考え方

　（2》職業起源説一人のいやがる職業にっいていた，貧

　　　　　　　　　乏人が住んでいたなどという考え方

　　　　　　　　　によるもの

　（3）人種起源説一人種・民族が違う，宗教が違う，平

　　　　　　　　　家の落武者，罪人の子孫であるとい

　　　　　　　　　うような考え方

　もとより戦前においても部落差別に対する様々な運動

はあった．その具体的な組織が1922（大正11）年に創立

された全国水平社であった．q6）戦後も運動組織は政治

的な背景もあって幾っかに分かれているが，政府の同和

対策審議会は1965（昭和40）年8月に，次のような答申

を行っている．

　いわゆる同和問題とは，日本社会の歴史的発展の過

程において形成された身分階層構造に基づく差別によ

り，日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的

に低位の状態におかれ，現代社会においても，なお著

しく基本的人権を侵害され，とくに，近代社会の原理

として何人にも保障されている市民的権利と自由を完

全に保障されていないという，もっとも深刻にして重

大な社会問題である．（IT）

　このような認識をより深め，広めていくとともに，現

実にある差別をどのようにして克服していくかが今後の

課題といえるのである．

　さらに問うべき項目としては「セクシュアル・ハラス

メント」に代表される女性差別の問題である．これまで

の婦人問題の歴史について理解を深めていかなくてはな

らない．（18）

　国連の提唱による「国際障害者年」は1981（昭和56）

年からの10年間であった．それは障害者の「完全参加と

平等」というテーマのもとに展開された．国連が発展途

上諸国の問題を重視していたからといって，先進国とみ

なされる日本の障害者問題への対応が決して十分なもの

ではないことを，それは明らかにしたのであった．（19）

　いわゆる「エイズ」患者に対する偏見，差別の問題は

近年になって顕在化してきたものである．（2°）次のよう

な指摘がある．「病気は文明がっくり，また病気は文明

をっくっていく．この二っの動機はっねに重なり合って

提示され，そして追復される」⑳というものである．

エイズもまたそのようなものとして，これからの人類が

解決しなければならない課題なのであろう．

子どもの権利条約をめぐって

　まず日本保育学会における大会研究論文集を10年ほど

前からみることにしたい．「子どもの権利条約」にかか

わるものとしての初出は第43回大会における土山氏のも

のであった．（22）翌年の大会では坂入明氏が「近代幼児

教育思想史上における『子どもの権利条約』の位置にっ

いて」というテーマで発表している．さらに1992年の第

45回大会では次の三氏の発表をみることができた．すな

わち森田明氏は「児童福祉法の基本問題」というテーマ

で論じているし，徳本達夫氏のテーマは「国連『子ども

の権利条約』の教材化一幼児向け紙芝居作りの実践から一」
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というものであった．また，先にあげた土山牧蕪氏の今

回のテーマは「国連児童権利条約と幼児教育の問題（皿）

……
恊lへの教育宣言と子どものための世界サミット宣

言の検討……．」というものであった．昨年の大会にお

いては「自主シンポジウム　皿」のみで，そのテーマは

「子供の基本的人権を守る生活の創造を一子供の権利条

約の理念に即して一」というものであった．

　ところで日本弁護士連合会は1991年第34回人権擁護大

会のシンポジウムにおいて，次のようなテーマで分科会

を開催している．それは「子どもたちの笑顔がみえます

か一『子どもの権利条約』と家族・福祉・教育・少年法一」

というものであった．（ZS）その報告書にっいてみておく

ことにしたい．第二章のタイトルは「子どもの権利条約

と福祉」となっている．そのタイトルのもとに，今日に

おける児童福祉問題にっいて分析し，施策の貧困さを指

摘するとともに，改革のための視点にっいて詳細な検討

を行っている．ここではさしあたり「子どもの権利条約

の基本的立脚点」として挙げられているところをみてお

くことにしたい．（24）

　（1）福祉の諸施策を求めることが子どもの権利である

　　ことを法律で具体的かっ個別に定めなければならな

　　いこと．

　（2）条約が子どもの成長発達を全人格的なものとして

　　とらえていることから，保障される権利の内容はそ

　　れにふさわしいものであること．

　　　（1）生命の権利（ロ）生活水準への権利㈲教育の

　　目的A少数者・先住民の文化的権利㈲休憩，余

　　暇，遊び，文化的。芸術的生活への参加に関する権

　　利

　（3）意見表明権を福祉の分野においても徹底すること．

　（4）養育されていることが，子どもの市民的自由に関

　　する権利をはじめ，各種の権利を制限する根拠にな

　　りえないこと．

　（5）条約が，子どもは自ら権利行使できるよう，親や

　　国に子どもを援助する義務を課していること．

　（6）子どもの権利が侵害された場合の救済機関，権利

　　侵害を監視する公正な第三者機関を設置すること．

　ここでは主に「福祉」にかかわるところについて考え

てみることにしたい．次のような指摘がある．「現在の

われわれの社会における子どもの不幸には，窮乏化に由

来するものと富裕化に由来するものとがある．前者は少

数の子どもの不幸であり，後者は多数の子どもの不幸で

ある．」〈25）まさに明治維新後の児童保護は次のような状

況へのとりあえずの対応から出発したのであった．

　近代化は富国強兵策の強行という形で行われ，一般

民衆への福祉対策は他の諸施策に比べて積極的なもの

ではなく，各藩まちまちに行われていた前代の制度を

全国的な形で法制化したにとどまっていた．明治4年

の太政官達第300号「棄児養育米給与方達」は，棄て

子に対し15才になるまで，年に米7斗ずっ支給するこ

とを内容とし，昭和7年救護法の施行（成立は昭和4

年）に至るまで実施された．明治6年には太政官布告

第79号「三子出産の貧困者へ養育料給与方」が定めら

れ，三人以上の子どものある貧困家庭に対する援助を

行った．ついで明治7年には太政官布告第162号「｛血

救規則」が定められ，一般貧民救済の一環として貧児

の救済がなされることとなった．（26）

　こうして出発した児童保護は「救護法」によって，い

ちおう総合統一されたものとなった．しかし昭和8年の

児童虐待防止法をはじめとする特別法によって分散して

いくことになる．少年救護法（昭和8年），母子保護法

（昭和12年）の制定がみられることになる．他方，戦争

遂行のために，人的資源確保の必要から，国民の体位向

上にっいての諸施策がとられていく．昭和12年の保健所

法，15年の国民体力法などがそれである．昭和20年8月

の敗戦はその背景にあった「国の宝」としての，「天皇

の赤子」としての子ども観の徹底した変革を迫るもので

あったといえよう．

　児童福祉法が昭和22年12月に成立したあと，児童憲章

が高らかに宣言される（昭和25年5月5日）．その意義

として次のことがいわれている．（2T）

　（1）それは児童に関する基本的な規範である．

　（2）その内容は児童の本質は如何なるものと考えるべ

　　きかを定め，そして児童に対して大人たち一般国民

　　はどんな風にしなければならぬかを決めたものであ

　　る．

　③児童憲章は国が定めたものではない．従って国法

　　ではない．国民の世論で決めたものである．だから

　　法律的な効力はない．

　（4）児童憲章は変化発展すべき性質のものであって固

　　定不動のものではない．

（200）
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　ここで（4＞でいわれていることは大切なことであろう．

「憲章」も時代（とくに家族，地域社会）の変化ととも

に変わっていかなくてはならない．「子どもの権利条約」

の批准がその契機とならなくてはならないはずである．

しかし次のような伝統がこの国には存在するのである．

　南が北を批判する，北が南を問う，一般的な人権基

準が問題になるなど，どの場合でも日本は消極的なの

である．（中略）

　日本が採択時に反対または棄権した条約を批准した

例はない．それどころか賛成した条約ですら批准され

ていない．この間，世界の人権意識や人権基準は大き

く変化してきた．ところがこうした世界の人権基準の

伸張や国内の社会状況の変化にもかかわらず，日本の

姿勢は30年間変化していないのである．このことも，

日本の人権姿勢を考えるときには見落とせない．（中

略）

　国際連盟において，日本は有色人種差別の撤廃を盛

んに主張していた．しかしそれはいわゆる列強に対す

る自国の力の拡大という面しかなかった．また国際労

働機関では各国の事情を尊重すべきだと繰り返し，自

国の人権状況が批判されないようにしていた．その姿

勢は戦後も，そして日本が世界有数の力をもっように

なった今でも，基本的に続いている．ω

　さいごに言葉の問題をあらためて取り上げてみたい．

児童や児童福祉ということにっいて「一般の人びとの語

感はあきらかに過去のものとみなしており，養護施設，

保育所などの名称に窮乏化の匂いをかいでいる」（29）と

いうのである．まず私たち自身の認識が問われているの

である．

おわりに一これからの方向

　「はじめに」において記したように，保育者養成校に

おける人権に関する教育は主として同和問題などにっい

て行われてきた．しかしほとんど実施していないところ

も見られる．これから「条約」を素材にして保育者養成

のためのカリキュラムをどのように作り，実践していく

かが問われている．㈹そのなかで「子どもたちの権利」

を代弁していく専門的な保育者が現場で活動しうるよう，

現場での研修などとあわせ，さらに考えていかなくては

ならない．そのひとっの出発点は，冒頭に引用したE・

サイードの次のような指摘であろう．

　「新しい普遍性の構築」（中略）．その道標となるのは，

もちろん，世界人権宣言であり，ジュネーブ条約であり，

難民や少数民族や囚人や労働者や子供や学生や女性の扱

いをめぐる議定書や決議や規範の印象的な一揃いであ

る．（31）

　私たちの次の仕事へのひとっのステップは，これまで

に見てきたところからはじまることになる．㈹
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